
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
百
号

景
観
法
施
行
規
則

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一

項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十

条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四

十
条
及
び
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
四
条
第
二
項
並
び
に
景
観
法

施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
）
第
八
条
第
四
号
ロ
（
２
）
及
び
（
４
）
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
景
観
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
景
観
計
画
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
）

第
一
条
　
景
観
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項

を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
行
為
の
規
模
が
大
き
い

た
め
、
次
に
掲
げ
る
縮
尺
の
図
面
に
よ
っ
て
は
適
切
に
表
示
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
行
為
の
規
模
に
応
じ

て
、
景
観
行
政
団
体
の
長
が
適
切
と
認
め
る
縮
尺
の
図
面
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
図
面
に
替
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
建
築
物
の
建
築
等
又
は
工
作
物
（
建
築
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
等
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
建
築
物
又
は
工
作
物
の
敷
地
の
位
置
及
び
当
該
敷
地
の
周
辺
の
状
況
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
二
千
五
百

分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
当
該
敷
地
及
び
当
該
敷
地
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
写
真

ハ
　
当
該
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
又
は
工
作
物
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ニ
　
建
築
物
又
は
工
作
物
の
彩
色
が
施
さ
れ
た
二
面
以
上
の
立
面
図
で
縮
尺
五
十
分
の
一
以
上
の
も
の

二
　
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
開
発
行
為
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
図
書

イ
　
当
該
開
発
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
内
及
び
当
該
区
域
の
周
辺
の
状
況
を
表
示
す
る
図

面
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
当
該
開
発
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
及
び
当
該
区
域
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
写
真

ハ
　
設
計
図
又
は
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
図
面
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
図
書

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
添
付
が
必
要
な
も
の
と
し
て
景
観
行
政
団
体
の
条
例
で
定
め
る
図
書

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
景
観
行
政
団
体
の
長
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
届
出
が
必
要
な
事
項
）

第
二
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
行
為
の

完
了
予
定
日
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
三
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
設
計
又
は
施
行
方
法
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に

よ
り
同
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
行
為
が
同
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
以
外

の
も
の
と
す
る
。

（
物
干
場
そ
の
他
の
工
作
物
）

第
四
条
　
景
観
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
号
ロ
（
２
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
作

物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
（
私
道
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
容
易
に
望
見
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
物
干
場
そ
の
他
の
工
作
物

二
　
消
火
設
備

（
物
件
の

た
い堆

積
の
高
さ
）

第
五
条
　
令
第
八
条
第
四
号
ロ
（
４
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
高
さ
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
。

（
景
観
重
要
建
造
物
の
指
定
の
基
準
）

第
六
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
地
域
の
自
然
、
歴
史
、
文
化
等
か
ら
み
て
、
建
造
物
（
こ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
良
好
な
景
観
を
形
成
し
て
い

る
土
地
そ
の
他
の
物
件
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
外
観
が
景
観
上
の
特
徴
を
有
し
、
景
観
計
画
区
域
内
の
良

好
な
景
観
の
形
成
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
道
路
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
か
ら
公
衆
に
よ
っ
て
容
易
に
望
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
政
府
が
世
界
遺
産
委
員
会
（
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
第
八
条
１
の
世
界

遺
産
委
員
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
同
条
約
第
十
一
条
２
の
世
界
遺
産
一
覧
表

に
記
載
す
る
こ
と
を
推
薦
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
推
薦
の
際
に
世
界
遺
産
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
管
理

計
画
（
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
従
っ
て
公
衆
に
よ
っ
て
望
見
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（
景
観
重
要
建
造
物
の
指
定
の
提
案
）

第
七
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
景
観
重
要
建
造
物
の
指
定
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及

び
住
所
並
び
に
当
該
提
案
に
係
る
建
造
物
の
名
称
、
所
在
地
及
び
外
観
の
特
徴
を
記
載
し
た
提
案
書
に
次
に
掲
げ

る
図
書
（
当
該
建
造
物
が
前
条
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
景
観
重
要
建
造
物
の
指
定
の
提
案
を
行
お
う

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
景
観
行
政
団
体
の
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
建
造
物
の
敷
地
及
び
位
置
並
び
に
当
該
敷
地
周
辺
の
状
況
を
示
す
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
図
面

二
　
道
路
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
か
ら
撮
影
し
た
当
該
建
造
物
の
写
真

三
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
合
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
景
観
整
備
機
構
が
提
案
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
三
号
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
の
合
意
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第

二
十
条
第
二
項
の
同
意
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
景
観
重
要
建
造
物
の
所
有
者
等
に
通
知
す
る
事
項
）

第
八
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
指
定
番
号
及
び
指
定
の
年
月
日

二
　
景
観
重
要
建
造
物
の
名
称

三
　
景
観
重
要
建
造
物
の
所
在
地

四
　
景
観
重
要
建
造
物
の
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
指
定
の
理
由
と
な
っ
た
外
観
の
特
徴

六
　
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
そ
の
他
の
物
件
の
範
囲

２
　
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
土
地
そ
の
他
の
物
件
の
所
有
者
が
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

景
観
行
政
団
体
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
景
観
重
要
建
造
物
の
現
状
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及
び
住
所
、
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
事
項
並
び
に
行
為
の
種
類
、
場
所
、
設
計
又
は
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
及
び
完
了
予
定
日
を
記
載
し
た
申

請
書
を
景
観
行
政
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
行
為
の
設
計
仕
様
書
及
び
設
計
図

二
　
当
該
景
観
重
要
建
造
物
の
敷
地
及
び
位
置
並
び
に
当
該
敷
地
周
辺
の
状
況
を
示
す
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以

上
の
図
面

三
　
当
該
景
観
重
要
建
造
物
及
び
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
箇
所
の
写
真

四
　
申
請
者
が
所
有
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
所
有
者
の
意
見
書

（
景
観
重
要
建
造
物
等
の
所
有
者
に
対
す
る
損
失
の
補
償
に
係
る
収
用
委
員
会
に
対
す
る
裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
十
条
　
令
第
十
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

1



（
景
観
重
要
樹
木
の
指
定
の
基
準
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
地
域
の
自
然
、
歴
史
、
文
化
等
か
ら
み
て
、
樹
容
が
景
観
上
の
特
徴
を
有
し
、
景
観
計
画
区
域
内
の
良
好
な

景
観
の
形
成
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
道
路
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
か
ら
公
衆
に
よ
っ
て
容
易
に
望
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
景
観
重
要
樹
木
の
指
定
の
提
案
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
景
観
重
要
樹
木
の
指
定
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
氏
名

及
び
住
所
並
び
に
当
該
提
案
に
係
る
樹
木
の
樹
種
、
所
在
地
及
び
樹
容
の
特
徴
を
記
載
し
た
提
案
書
に
次
に
掲
げ

る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
景
観
行
政
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
樹
木
の
位
置
及
び
周
辺
の
状
況
を
示
す
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
図
面

二
　
道
路
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
か
ら
撮
影
し
た
当
該
樹
木
の
写
真

三
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
合
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
景
観
整
備
機
構
が
提
案
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
三
号
中
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
合
意
」
と
あ
る
の
は
、
「
法

第
二
十
九
条
第
二
項
の
同
意
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
景
観
重
要
樹
木
の
所
有
者
等
に
通
知
す
る
事
項
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
指
定
番
号
及
び
指
定
の
年
月
日

二
　
景
観
重
要
樹
木
の
樹
種

三
　
景
観
重
要
樹
木
の
所
在
地

四
　
景
観
重
要
樹
木
の
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
指
定
の
理
由
と
な
っ
た
樹
容
の
特
徴

（
景
観
重
要
樹
木
の
現
状
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及
び
住
所
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る

事
項
並
び
に
行
為
の
種
類
、
場
所
、
施
行
方
法
、
着
手
予
定
日
及
び
完
了
予
定
日
を
記
載
し
た
申
請
書
を
景
観
行

政
団
体
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
行
為
の
施
行
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
図
面

二
　
当
該
景
観
重
要
樹
木
の
位
置
及
び
周
辺
の
状
況
を
示
す
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
の
図
面

三
　
当
該
景
観
重
要
樹
木
及
び
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
箇
所
の
写
真

四
　
申
請
者
が
所
有
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
所
有
者
の
意
見
書

（
管
理
協
定
の
基
準
）

第
十
五
条
　
法
第
三
十
六
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
協
定
建
造
物
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
建
造
物
の
維
持
修
繕
、
安
全
上
及
び
防
火
上
の
措
置
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
で
、
建
造
物
の
適
切
な
管
理
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
　
協
定
樹
木
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
枝
打
ち
、
整
枝
、
病
害
虫
の
防
除
、
危
険
な
樹
木
の
伐
採
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
で
、
協
定
樹
木
の
適
切
な
管
理
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

三
　
管
理
協
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
以
上
二
十
年
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。

（
管
理
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
旨
等
の
公
告
）

第
十
六
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
（
法
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
管
理
協
定
の
名
称

二
　
協
定
建
造
物
の
名
称
又
は
協
定
樹
木
の
樹
種

三
　
管
理
協
定
の
有
効
期
間

四
　
管
理
協
定
が
景
観
整
備
機
構
に
よ
り
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五
　
管
理
協
定
の
縦
覧
場
所

（
管
理
協
定
の
締
結
等
の
公
告
）

第
十
七
条
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
九
条
（
法
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
台
帳
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
景
観
重
要
建
造
物
又
は
景
観
重
要
樹
木
に
関
す
る
台
帳
（
次
項
に
お
い
て

「
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
は
、
景
観
重
要
建
造
物
又
は
景
観
重
要
樹
木
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
景
観
重
要
建
造
物
に
あ
っ
て
は
、
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
景
観
重
要
樹
木
に
あ
っ
て
は
、
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

２
　
台
帳
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
景
観
行
政
団
体
の
長
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
訂
正
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
そ
の
他
の
物
件
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
範
囲
を
表
示
す
る
図
面

を
併
せ
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
申
請
書
の
様
式
）

第
十
九
条
　
法
第
六
十
三
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
同
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ

る
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に
掲
げ
る
図
書
及
び
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
建
築
等
計
画
概
要
書
を
添
付

し
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
建
築
等
の
規
模
が
大
き
い
た
め
、
次
に
掲
げ
る
縮
尺
の
図
面
に
よ
っ
て

は
適
切
に
表
示
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
建
築
物
の
建
築
等
の
規
模
に
応
じ
て
、
市
町
村
長
が
適
切
と
認
め
る

縮
尺
の
図
面
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
図
面
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
建
築
物
の
敷
地
の
位
置
及
び
当
該
敷
地
の
周
辺
の
状
況
を
表
示
す
る
図
面
（
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並

び
に
隣
接
す
る
土
地
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
を
明
示
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上

の
も
の

二
　
当
該
敷
地
及
び
当
該
敷
地
の
周
辺
の
状
況
を
示
す
写
真

三
　
当
該
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
（
申
請
に
係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物
と
の
別
、

土
地
の
高
低
及
び
敷
地
の
接
す
る
道
路
の
位
置
を
明
示
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

四
　
建
築
物
の
彩
色
が
施
さ
れ
た
二
面
以
上
の
立
面
図
で
縮
尺
五
十
分
の
一
以
上
の
も
の

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
図
書

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
添
付
が
必
要
な
も
の
と
し
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
図
書

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
証
の
様
式
）

第
二
十
条
　
法
第
六
十
三
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
同
条
第
二
項
の
認
定
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

四
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
認
定
証
の
交
付
は
、
前
条
第
一
項
の
副
本
及
び
同
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
通
知
書
の
様
式
）

第
二
十
一
条
　
法
第
六
十
三
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
同
条
第
三
項
の
適
合
し
な
い
も
の
と
認
め
た
旨

及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
通
知
書
の
交
付
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
副
本
及
び
同
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。

３
　
法
第
六
十
三
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
同
条
第
三
項
の
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
通
知
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。
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（
違
反
建
築
物
の
公
示
の
方
法
）

第
二
十
二
条
　
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
公
報
へ
の
掲
載
そ
の
他
市
町
村
長
が

定
め
る
方
法
と
す
る
。

（
景
観
地
区
内
に
お
け
る
違
反
建
築
物
の
設
計
者
等
の
通
知
）

第
二
十
三
条
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
命
令
」
と
い
う
。
）
に
係
る
建
築

物
の
概
要

二
　
前
号
の
建
築
物
の
設
計
者
等
に
係
る
違
反
事
実
の
概
要

三
　
命
令
を
す
る
ま
で
の
経
過
及
び
命
令
後
に
市
町
村
長
の
講
じ
た
措
置

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
当
該
通
知
に
係
る
者
に
つ
い
て
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
二
号
）
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
又
は
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
七
十
六
号
）
に
よ
る
免
許
、
許
可
又
は
登
録
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
す
る
も
の

と
す
る
。

３
　
前
項
の
通
知
は
、
文
書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
当
該
通
知
に
は
命
令
書
の
写
し
そ
の
他
の
命
令
の
内
容
を

記
載
し
た
書
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
事
現
場
に
お
け
る
認
定
の
表
示
の
方
法
）

第
二
十
四
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
表
示
は
、
別
記
様
式
第
七
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
形
態
意
匠
の
制
限
に
適
合
し
な
い
建
築
物
に
対
す
る
措
置
に
よ
る
損
害
の
補
償
に
係
る
収
用
委
員
会
に
対
す
る

裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
二
十
五
条
　
令
第
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
八
の
と
お
り
と
す
る
。

（
形
態
意
匠
の
制
限
に
適
合
し
な
い
建
築
物
に
対
す
る
措
置
に
よ
る
損
害
の
補
償
に
係
る
収
用
委
員
会
に
対
す
る

裁
決
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
六
条
　
令
第
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
図
面
は
、
建
築
物
の
付
近
の
見
取
図
、
配
置
図
及

び
各
階
平
面
図
（
同
条
第
一
項
第
五
号
の
命
令
の
内
容
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
景
観
地
区
内
に
お
け
る
違
反
工
作
物
の
工
事
の
請
負
人
の
通
知
）

第
二
十
七
条
　
法
第
七
十
二
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
景
観
地
区
工
作
物
制
限
条
例
の
規
定
に
よ
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
処
分
に
相
当
す
る
処
分
（
第
三
号
に

お
い
て
「
処
分
」
と
い
う
。
）
に
係
る
工
作
物
の
概
要

二
　
前
号
の
工
作
物
の
工
事
の
請
負
人
に
係
る
違
反
事
実
の
概
要

三
　
処
分
を
す
る
ま
で
の
経
過
及
び
処
分
後
に
市
町
村
長
の
講
じ
た
措
置

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
準
景
観
地
区
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
公
告
）

第
二
十
八
条
　
法
第
七
十
四
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
が
定
め
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
準
景
観
地
区
の
名
称

二
　
準
景
観
地
区
の
位
置
及
び
区
域

三
　
準
景
観
地
区
の
面
積

２
　
前
項
第
二
号
の
区
域
に
つ
い
て
の
公
告
は
、
土
地
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
が
、
自
己
の
権
利
に
係
る
土
地
が

準
景
観
地
区
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村
長
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
表
示
す
る
図
面
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
準
景
観
地
区
の
指
定
等
の
公
告
）

第
二
十
九
条
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
違
反
建
築
物
等
の
設
計
者
等
の
通
知
）

第
三
十
条
　
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
六
条
第
五
項
の
処
分
が
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
場
合
に

お
け
る
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
一

項
第
一
号
中
「
命
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
命
令
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
地
区
計
画
等
形
態
意
匠
条

例
の
規
定
に
よ
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
処
分
に
相
当
す
る
処
分
（
第
三
号
に
お
い
て
「
処
分
」
と
い
う
。
）
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
処
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
六
条
第
五
項
の
処
分
が
工
作
物
の
建
設
等
に
係
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
七
条
第
一
号
中
「
景
観
地

区
工
作
物
制
限
条
例
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
区
計
画
等
形
態
意
匠
条
例
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
閲
覧
等
）

第
三
十
一
条
　
法
第
八
十
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
建
築
等
計
画
概
要
書
及

び
別
記
様
式
第
九
に
よ
る
景
観
法
令
に
よ
る
処
分
の
概
要
書
と
し
、
か
つ
、
当
該
書
類
は
、
同
条
の
処
分
に
係
る

建
築
物
若
し
く
は
工
作
物
若
し
く
は
建
築
物
若
し
く
は
工
作
物
の
敷
地
の
所
有
者
、
管
理
者
若
し
く
は
占
有
者
又

は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
別
記
様
式
第
九
に
よ
る
景
観
法
令
に
よ
る
処
分
の
概
要
書
に
は
、
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
認
定
そ
の
他
法
第

三
章
の
規
定
並
び
に
当
該
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
概
要
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
書
類
を
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
が
滅
失
し
、
又
は
除
却
さ
れ
る
ま
で
、
閲
覧
に
供

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
書
類
を
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
閲
覧
の
場
所
及
び
閲
覧
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
こ

れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
三
十
二
条
　
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海

道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

一
　
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と

（
国
土
交
通
大
臣
が
講
じ
た
業
務
の
停
止
の
処
分
そ
の
他
必
要
な
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
法
第
七
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と

（
国
土
交
通
大
臣
が
講
じ
た
業
務
の
停
止
の
処
分
そ
の
他
必
要
な
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
法
第
七
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と

（
国
土
交
通
大
臣
が
講
じ
た
業
務
の
停
止
の
処
分
そ
の
他
必
要
な
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
又
は
援
助
を
し
、
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
勧

告
、
助
言
又
は
援
助
を
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
景
観
法
附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
施
行
令
及
び
農
地
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の

日
（
平
成
十
七
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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様
式
第
一
（
第
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

様式第一（第十条関係）（A４）

裁 決 申 請 書

裁決申請者 住所

氏名

相 手 方 住所

氏名

景観法 の規定による協議が成立しないので、下記により裁決を

申請します。

記

１ 損失の事実

２ 損失の補償の見積り及びその内訳

３ 協議の経過

年 月 日

裁決申請者 住所

氏名

収用委員会 御中

備考

１ 裁決申請者が２人以上の場合は、連名で申請することができる。

２ 「損失の事実」については、発生の場所及び時期並びに不許可処分があった日をあわせて

記載すること。

３ 「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。

４ 「協議の経過」については、経過の説明のほかに協議が成立しない事情を明らかにするこ

と。

５ 法人の場合においては、住所及び氏名は、それぞれの法人の主たる事務所の所在地、名称

及び代表者の氏名を記載すること。

第 24条第２項
第 32条第２項において
準用する第 24項第２項

様
式
第
二
（
第
十
九
条
第
一
項
関
係
）
（
Ａ
４
）

様式第二（第十九条第一項関係）（A４）

景観地区内における建築物の計画の認定申請書

年 月 日

殿

申請者 住所

氏名

景観法第 63条第１項の規定により、下記のとおり計画の認定を申請します。

記

１ 建築等工事主等の概要

（１）建築等工事主

イ 氏名のフリガナ

ロ 氏名

ハ 郵便番号

ニ 住所

ホ 電話番号

（２）設計者

イ 資格 （ ）建築士 （ ）登録第 号

ロ 氏名

ハ 建築士事務所名 （ ）建築士事務所 （ ）知事登録第 号

ニ 郵便番号

ホ 所在地

ヘ 電話番号

（３）工事監理者

イ 資格 （ ）建築士 （ ）登録第 号

ロ 氏名

ハ 建築士事務所名 （ ）建築士事務所 （ ）知事登録第 号

ニ 郵便番号

ホ 所在地

ヘ 電話番号

（４）工事施工者

イ 氏名

ロ 営業所名 建設業の許可（ ）第 号

ハ 郵便番号

ニ 所在地

ホ 電話番号

２ 計画の内容

（１）建築物の建築等の場所

（２）建築物の建築等の種別

（３）建築物の概要

（４）建築物の形態意匠の内容

（５）着手予定日 年 月 日

（６）完了予定日 年 月 日

（７）その他必要な事項

（８）備考

4



備考

１ 申請者又は工事施工者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏

名を記載すること。

２ 設計者又は工事監理者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に

属していないときは、所在地はそれぞれ設計者または工事監理者の住所を書くこと。

３ 工事監理者又は工事施工者が未定のときは、後で定まってから工事着手前に届けること。

４ 建築物の概要については、当該建築物の規模その他審査に当たり必要な観点から市町村が定め

る項目について、申請に係る部分及びそれ以外の部分に分けて記載すること。

５ 建築物の形態意匠の概要については、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に従い市

町村が定める項目について、申請に係る部分及びそれ以外の部分に分けて記載すること。

６ 変更申請を行う場合には、２（７）に変更の概要を記載すること。

７ 行為の名称又は工事名が定まっているときは、２（８）に記載すること。

様
式
第
三
（
第
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）
（
Ａ
４
）
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様
式
第
四
（
第
二
十
条
第
一
項
関
係
）
（
Ａ
４
）
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様
式
第
五
（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
）
（
Ａ
４
）

様
式
第
六
（
第
二
十
一
条
第
三
項
関
係
）
（
Ａ
４
）
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様
式
第
七
（
第
二
十
四
条
関
係
）

様
式
第
八
（
第
二
十
五
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

様式第八（第二十五条関係）（A４）

裁 決 申 請 書

裁決申請者 住所

氏名

景観法第 70条第１項の規定による補償金額に不服があるので、同条第２項の規定により下記によ
り裁決を申請します。

記

１ 建築物の所在地

２ 当該建築物について裁決申請者の有する所有権その他の権利

３ 当該建築物の形態意匠、用途及び構造の概要

４ 景観法第 70条第１項の規定による命令の内容
５ 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日

６ 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳

７ 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項

年 月 日

裁決申請者 住所

氏名

収用委員会 御中

備考

１ 裁決申請者が２人以上の場合は、連名で申請することができる。

２ 「裁決申請者が求める補償金額及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。

３ 法人の場合においては、住所及び氏名は、それぞれの法人の主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名を記載すること。
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様
式
第
九
（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）
（
Ａ
４
）
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